
市報まつうら　令和5年 4月号 　20　　

市役所からのお知らせ

令和５年度松浦市 3世代同居・近居促進事業
問都市計画課住宅係　☎内線 234

　安心して子育てができる住環境整備のため、多子世帯や新たに 3世代（親、子、孫など）で同居・近
居するための中古住宅の取得や住宅の改修を支援します。
【補助対象者】
①　多子世帯で自ら居住するために中古住宅を取得しようとする者
②　①の際にあわせて住宅を改修しようとする者
③　新たに子育て世帯を含む3世代で同居または近居するために住宅を改修しようとする者
④　新たに子育て世帯を含む3世代で同居または近居するために中古住宅を取得しようとする者
【補助の内容】
①　中古住宅の取得（土地代金は含みません）
②　 以下の改修工事 

▽間取りの変更等▽キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修・増設▽バリアフリー改修 
▽屋根、天井、外壁、床、窓の断熱改修▽浄化槽の設置、取り替え

【補助金の額】
　補助対象経費の5分の 1以内（限度額 40万円）
※次の場合には、それぞれ加算した額を限度額とします。
・子育て応援団体所属者の申請の場合　4万円
・新たに 3世代で同居する者の申請の場合　20万円
※申請前に契約、着工すると補助対象になりませんのでご注意ください。
【申込期間】4月 3日（月）～ 11月 30日（木）
【申込方法】問合せ先までご相談ください。
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道路上に張り出した樹木の伐採をお願いします
問建設課道路河川係　☎内線 203

　私有地から道路や歩道に樹木や枝が張り出して、自動車や歩行者などの通行に支障となっている箇所
があります。通行車両や歩行者の事故につながる恐れがありますので、事故を未然に防ぐためにも、建
築限界を守り張り出した樹木の伐採にご協力をお願いします。また、普段の管理はもとより、強風や大
雨の後には特にご注意ください。

〇お願い
　市役所の道路パトロール時、各地区での作業時、
緊急の場合などには、道路通行に支障となってい
る樹木や枝などを予告なく伐採、撤去することが
ありますので、ご理解をお願いします。

〇ご注意
　私有地の生け垣や庭木などからの倒木、道路上
に張り出した枝の落下などにより、通行中の車両
や歩行者などが損傷する事故が発生した場合に
は、樹木の所有者が賠償を問われる場合がありま
す。（道路法第43条）
〇建築限界
　道路を安全に通行するため、車道の上空4.5㍍、
歩道の 2.5㍍の範囲に通行の障害になる物（樹木・
看板など）は置いてはならないと規定されていま
す。（道路法第30条及び道路構造令第12条）
〇作業時の注意事項
　電線や電話線がある箇所の作業は危険を伴う場
合がありますので、事前に九州電力またはＮＴＴ
に連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
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